
1.　届出書類毎の記入方法と記入例について

　（1）「機構加入者」関係

　　① 口座開設申請書 機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第2  0条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

開設する区分口座の数を属
性区分ごとに「区分口座数」
欄にご記入ください（アラビ
ア数字でご記入ください。）。

実印

（参考）
口座管理機関コードは、金融・
証券区分コード( 1 桁 )及び固有
名コード (4 桁)の計 5 桁の数字
となります。
※金融・証券区分コード・・・統
一金融機関コードを使用する機
構加入者及び間接口座管理機
関については「0」、証券会社等
標準コードを使用する機構加入
者及び間接口座管理機関につ
いては「1」となります。
※固有名コード・・・証券会社・
取引所等は「証券会社等標準
コード」、銀行・その他金融機関
（証券金融会社、短資会社、保
険会社等）は「統一金融機関
コード」となります。



②-1 「自己口」の属性区分毎の詳細情報

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた保有口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた担保専用口と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「特別株主管理事務委
託状況報告データの通知の
他の機構加入者への委託の
有無」、「振替株式等の全て
について信託財産の表示」
及び「利用目的」は必ずご記
入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた質権口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

実印

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第2 0条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。



②-2 「自己口」の属性区分毎の詳細情報

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた信託口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」、「信託財産名義の取扱
い」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
また、「信託財産名義の取扱
い」で「する」を選択した場
合、「個別」、「包括」又は「 1
つの名義」のいずれかを選
択してください。なお、この場
合、別途、「信託財産名義届
出書」のご提出が必要となり
ます。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた質権信託口と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。



③-1 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた顧客口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「株式数比例配分方式
の取扱い」及び「利用目的」
は必ずご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
※「株式数比例配分方式の
取扱い」について、「なし」を
選択した場合、その理由も
必ずご記入ください。理由と
しては、特別口座分の顧客
口とするため等が想定され
ます。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた外国人株式記録口と同
じ数だけご記入いただく必要
があります。
また、「株式数比例配分方式
の取扱い」及び「利用目的」
は必ずご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
※「株式数比例配分方式の
取扱い」について、「なし」を
選択した場合、その理由も
必ずご記入ください。理由と
しては、特別口座分の顧客
口とするため等が想定され
ます。

実印



③-2 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報

＜全て同一口座とする場合の記載方法＞

①～⑨の記入欄に必要事項
をご記入ください。
なお、「区分口座コード」欄に
ついて、同一の受領口座と
なる区分口座コードを列挙し
てください。異なる場合に
は、それぞれの区分口座
コードごとに、受領口座を分
けてご記入ください。

株式数比例配分方式を複数
の区分口座で設定する場合
（顧客口又は外国人株式記
録口の「株式数比例配分方
式の取扱い」で「あり」に設定
した区分口座が複数の場
合）において、それらの区分
口座に記録された数につい
て配当金の受領口座が全て
同一口座となる場合、選択し
てください。
なお、これを選択した場合、
①～⑨の記入欄のみご記入
いただき、他の記入欄は空
欄としてください（下記の記
載例をご参照ください。）。

複数の顧客口について、株
式数比例配分方式における
受領口座を全て同一口座と
する場合、選択してください。

受領口座をご記入ください。
※この場合、区分口座コード
のご記入は不要です。











（4）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通）

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

代表者の役職名・氏名をご
記入のうえ、機構に届け出
た届出印を捺印の上、機構
へご提出ください。

届出印

手数料請求先に関する届出
事項をご記入ください。
なお、手数料振込先銀行に
ついては、一覧の中から1行
を選択してください（複数選
択不可。）。

登記上の商号・名称をご記
入ください。



2. 届出書類のご記入にあたっての留意点等について 
（1）「機構加入者」関係 

書類 項番 留意点等 

「口座開設申請
書」（ＳＴ20-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」（商業登記法第 20 条第 1 項の規定により登記所に提
出された印鑑。以下同じ。）を捺印してください。 

  ○ 口座開設申請書の中の用語については、以下を参照し
てください。 
① 「口座種別」とは、機構が機構加入者の口座開設の

申請に基づき開設するすべての株式等の振替を行うた
めの口座（機構加入者口座）における自己口又は顧客
口の別をいいます。 

② 「属性区分」とは、機構加入者口座において、機構加
入者が質権者であるときの質権の目的である株式等そ
の他の機構が定める株式等を、それ以外の株式等と
区別するための区分をいいます。 

③ 「区分口座」とは、口座種別、属性区分及び番号の組
み合わせで識別される機構加入者口座の内訳区分を
いいます。 

④ 「自己口」とは、振替口座簿中の加入者の口座のう
ち、当該加入者が株式等についての権利を有するもの
を記録する口座をいいます。 

⑤ 「顧客口」とは、振替口座簿中の口座管理機関の口
座のうち、当該口座管理機関又はその下位機関の加
入者が株式等についての権利を有するものを記録する
口座をいいます。 

⑥ 「保有口」とは、機構加入者口座の自己口に記録をす
べき株式等（質権の目的であるものを除く。）を記録す
る欄（⑦及び⑧に規定する欄を除く。）の属性区分をい
います。 

⑦ 「担保専用口」とは、機構加入者口座の自己口（質権
口又は質権信託口を除く。）に記録をすべき株式等（株
式、投資口又は優先出資については、特別株主、特別
投資主又は特別優先出資者の申出があったものとして
取り扱うものに限る。）に限り記録する欄の属性区分を
いいます。 

⑧ 「信託口」とは、機構加入者が信託の受託者であると
きに、機構加入者口座の自己口に記録をすべき株式
等（質権の目的であるものを除く。) のうち信託財産で
あるものに限り記録する欄の属性区分をいいます。 

⑨ 「質権口」とは、機構加入者が質権者であるときに、機
構加入者口座の自己口に記録をすべき株式等（質権
の目的であるものに限る。）を記録する欄（⑩に規定す
る欄を除く。）の属性区分をいいます。 

⑩ 「質権信託口」とは、機構加入者が質権者であり、か
つ信託の受託者であるときに、機構加入者口座の自己
口に記録をすべき株式等（質権の目的であるものに限
る。）のうち信託財産であるものに限り記録する欄の属
性区分をいいます。 

⑪ 「顧客口」（属性区分）とは、機構加入者口座の顧客
口に記録をすべき株式等を記録する欄（⑫に規定する
欄を除く。）の属性区分をいいます。 

⑫ 「外国人株式記録口」とは、機構加入者口座の顧客
口に記録をすべき株式等のうち、株主が外国人保有制
限銘柄の直接外国人（外国人保有制限銘柄の外国人
等に該当する内国法人以外の外国人等のことをい
う。）であるものに限り記録する欄の属性区分をいいま
す。 

『「自己口」の属
性区分の属性区
分 毎 の 詳 細 情

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 



書類 項番 留意点等 

報』（ＳＴ20-1-1）  
○ 「保有口」を 11 口座以上開設する場合等届出書 1 枚に

収まらない場合には、同封の届出用紙をコピー等して、必
要部数を提出してください。 

 
○ 「利用目的」の記載にあたっては、「（別添）区分口座に

おける利用目的の記載例」を参考に記載してください。 

 1.「保有口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「00」～「19」をご記入ください。 

○ また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「00口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「0」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した保有口か

ら、口座管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含
む。）へ振替を行う場合には「する」を、振替を行わない場
合には「しない」を選択してください。なお、「する」「しない」
の選択により、当該保有口に関する個別株主通知・情報
提供請求が行われた場合の対応が以下のとおりとなりま
す。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である場合の
外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱
いとなります。 
① 当該保有口において担保専用口へ振替を行わない

場合（「しない」を選択）、機構が当該保有口の記録に
基づいて個別株主報告等の自動作成を行います（この
場合、届出の内容に反して当該保有口から担保専用
口へ振り替えられている数量がある場合に、当該数量
は個別株主報告等の対象となりません。）。  

② 当該保有口において担保専用口へ振替を行う場合
（「する」を選択）、機構からの報告依頼等により、機構
加入者が当該保有口から担保専用口へ振り替えられ
ている数量に係る個別株主報告等を作成し、機構へ報
告していただくことになります。 

 2.「担保専用口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「40」～「49」をご記入ください。 

 
○ また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ

い。なお、例えば「40口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「4」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「特別株主管理事務委託状況報告データの通知の他の

機構加入者への委託の有無」の「する」「しない」の記載
にあたっては、報告データの作成について、通常は、担
保専用口を開設された機構加入者が作成・通知するもの
と想定されていますので、当該機構加入者が報告データ
に関する事務を行うのであれば「しない」を選択する必要
があります。区分口座に係る業務について計算会社等へ
委託するという意味ではないので、ご留意ください。 

 
○ 「株式等の全てについて信託財産の表示」について、

「する」と選択した場合には、担保専用口に記録されてい
る株式等の全てについて信託財産の表示がされるという
ことになります。つまり、当該区分口座の機能としては、
「担保専用口兼信託口」ということになります。ただし、こ
の場合、『4.「信託口」の詳細情報』に、当該担保専用口に
係る区分口座コード等の記載をする必要はありません。 

 3.「質権口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「98」をご記入ください。 

 



書類 項番 留意点等 

○ また、複数口座の開設を希望される場合には当機構に
ご相談いただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。
なお、例えば「98 口座」を開設する場合には、1 つ目の箱
に「9」、2 つ目の箱に「8」といった記載となります（1 つの箱
に 1 つの数字を記載します。）。 

 4.「信託口」の詳
細情報 
 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「20」～「39」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「20口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「2」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した信託口か

ら、口座管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含
む。）へ振替を行う場合には「する」を、振替を行わない場
合には「しない」を選択してください。なお、「する」「しない」
の選択により、当該信託口に関する個別株主通知・情報
提供請求が行われた場合の対応が以下のとおりとなりま
す。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である場合の
外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱
いとなります。 
① 当該信託口において担保専用口へ振替を行わない

場合（「しない」を選択）、機構が当該信託口の記録に
基づいて個別株主報告等の自動作成を行います（この
場合、届出の内容に反して当該信託口から担保専用
口へ振り替えられている数量がある場合に、当該数量
は個別株主報告等の対象となりません。）。 

② 当該信託口において担保専用口へ振替を行う場合
（「する」を選択）、機構からの報告依頼等により、機構
加入者が当該信託口から担保専用口へ振り替えられ
ている数量に係る個別株主報告等を作成し、機構へ報
告していただくことになります。 
 

○ 「信託財産名義の取扱い」のご記入にあたっては、以下
の点に留意等してください。 
① 機構加入者は、機構に対し、信託口に記録された株

式等の全部又は一部につき、機構加入者口座の名義
以外の名称（信託財産名義）を総株主通知、個別株主
通知又は発行者による情報提供請求に際して発行者
に通知する取扱いの申出（「信託財産名義の取扱いの
個別の申出」）をすることができます。 

② 信託財産名義の取扱いの「信託財産名義の取扱い
の個別の申出」に代えて、信託口に記録された株式等
について、当該機構加入者が信託財産名義管理簿を
備えて信託財産名義ごとの数及びその増減等を管理
し、当該信託口に記録された株式等についての総株主
通知、個別株主通知及び情報提供請求に係る必要な
情報を機構に対して報告するための事務を行うことの
申出（「信託財産名義の取扱いの包括的な申出」）を申
請することができます。 

③ また、信託口に記録された株式等の全部について、
同一かつ固定の信託財産名義を総株主通知、個別株
主通知又は発行者による情報提供請求に際して発行
者に通知する取扱いの申出（「1 つの信託財産名義の
申出」）をすることができます。なお、この場合、信託口
に係る加入者口座番号については、機構にて自動発
番を行います。この「1 つの信託財産名義の申出」をす
るときは、本申請書の提出の際に、当該信託財産名義
に係る「信託財産名義届出書」の提出が必要となりま
す（「信託財産名義届出書」の様式については、関係者
サイトをご参照ください。）。なお、「信託財産名義届出
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書」中の「信託財産名義に係る加入者口座コード」欄は
上 7 桁（機構加入者口座コードに相当する部分）のみご
記載ください。 

④ 信託財産名義の取扱いの申出（上記①～③）を行う
場合には、「する」を選択してください。また、信託財産
名義の取扱いの申出をしない場合には「しない」を選択
してください。なお、信託財産名義の取扱いを行う（「す
る」を選択した）場合には、別途、「信託財産名義届出
書」のご提出が必要となります。「1 つの信託財産名義
の申出」を行う場合を除き、「信託財産名義届出書」の
提出方法については、別にご案内いたします。 

⑤ 当該申出を「する」と選択した場合、「個別」、「包括」
又は「1 つの名義」のいずれかを選択する必要がありま
す。 

「信託財産名義の取扱いの個別の申出」をする場合
には「個別」を、「信託財産名義の取扱いの包括的な申
出」をする場合には「包括」を、「1 つの信託財産名義の
申出」をする場合には「1 つの名義」を選択してくださ
い。 

 5.「質権信託口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「99」をご記入ください。 

 
○ また、複数口座の開設を希望される場合には当機構に

ご相談いただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。
なお、例えば「98 口座」を開設する場合には、1 つ目の箱
に「9」、2 つ目の箱に「8」といった記載となります（1 つの箱
に 1 つの数字を記載します。）。 

『「顧客口」の属
性区分の属性区
分 毎 の 詳 細 情
報』（ＳＴ20-1-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 
○ 「顧客口」を 21 口座以上開設する場合等届出書 1 枚に

収まらない場合には、同封の届出用紙をコピー等して、必
要部数を提出してください。 

 
○ 「利用目的」の記載にあたっては、「（別添）区分口座に

おける利用目的の記載例」を参考に記載してください。 

 1.「顧客口」（外
国人株式記録口
を除く。）の詳細
情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「60口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「6」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「株式数比例配分方式」とは、加入者が、その直近上位

機関に対し、配当に係る基準日において当該直近上位機
関が当該加入者のために開設する口座に記録された数
に応じて、当該加入者の保有するすべての銘柄の配当金
の受領を委任する方式をいいます。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「あり」又は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場
合、「3. 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理
機関配当金受領口座の届出」に必要事項をご記入くださ
い。また、「なし」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 2. 「外国人株式
記録口」の詳細
情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「80口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「8」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
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箱に 1 つの数字を記載します。）。 
 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「あり」又は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場
合、「3. 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理
機関配当金受領口座の届出」に必要事項をご記入くださ
い。また、「なし」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 3.株式数比例配
分方式を取り扱
う場合の口座管
理機関配当金受
領口座の届出 

○ 顧客口及び外国人株式記録口を複数開設する場合に
おいて、「配当金の受領口座」は、複数の区分口座につい
て同一とすることも可能です。この場合には、「全て同一
口座とする」を選択して、その下の金融機関の名称等①
～⑨の記載欄に必要事項をご記入ください。 

 
○ 区分口座毎に「配当金の受領口座」を設定する場合に

は、「区分口座コード」の欄に該当する顧客口等の区分口
座コード（60 等）をご記入のうえ、①～⑨の記載欄に必要
事項をご記入ください。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配

当金受領口座の名義人が他の者である（配当金の受領
を他の者に再委任する）場合です。 

「 約 諾 書 」 （ Ｓ Ｔ
20-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ20-3） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 
○ 「郵便番号」について、当該所在地において事業所の個

別郵便番号の届出をされている場合には、当該個別郵便
番号をご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。ただし、代表者代理人
を選任しているときは、代表者に代えて当該代理人の届
出印を利用することもできます。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。また、加入者情報に係
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る届出は、当該届出を行う必要が生じた場合、直ちに、届
出書面をご提出いただく必要がありますので、その点に
十分ご配慮ください。 

 5.登録配当金受
領口座方式の指
定 

○ 「登録配当金受領口座方式」とは、加入者が保有する全
ての銘柄の配当金を当該加入者が指定する一つの預金
口座で受け取る方式のことをいいます。 

 
○ 「登録配当金受領口座方式」を指定する場合には、「指

定する」を選択の上、①～⑨の記載欄に必要事項を記入
してください。 

また、「指定しない」を選択した場合には、①～⑨のご
記入の必要はありません。なお、この場合、株式等振替
制度への移行時における配当金の受領方法は、既に会
社に通知されている配当金振込指定等の内容（移行前の
配当金の受領方法と同一の方法）によることになります。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 登録配当金受領口座方式を指定する場合に配当金受

領口座の名義人が他の者である（配当金の受領を他の
者に再委任する）場合です。 

 6.元利金受領時
の資金決済会社
の名称等 

○ 新株予約権付社債をお取り扱いがない場合でも必ずご
記入ください。 

 

 7.外国人保有制
限銘柄の外国人
等である旨の申
請 

○ 外国人保有制限銘柄の外国人等（外国人制限銘柄に
係る直接外国人）に該当する場合には、その根拠法令に
ついてご記入ください。 

 
（参考）外国人保有制限を規定している放送法、航空法及び

日本電信電話株式会社等に関する法律（以下「ＮＴＴ法」
という。）における外国人等である者 
 
（1） 放送法第 52 条の 8 第 1 項に規定する外国人等（電

波法第 5 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる者又
は同条第 4 項第 3 号ロに掲げる者） 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決

権の割合が総務省令で定める割合以上である法人
又は団体 

 
（2） 航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等（航

空法第 4 条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる者） 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるも

の 
③ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の

団体 
 

（3） ＮＴＴ法第 6 条第 1 項各号に掲げる者 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決

権の割合が総務省令で定める割合以上である法人
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又は団体 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ20-4） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

○ 「業務担当者」において、「担保に係る業務」「加入者情
報に係る業務」「新株予約権付社債等に係る業務」につい
て、別途、専門の担当者を設置することも可能です。 

 
○ なお、振替制度の実務を円滑に運営するため、これらの

「業務担当者」の所属部署や連絡先（住所及び電話番号）
の情報を Target 保振サイトに掲載して、周知を図ることに
なりますので、あらかじめご了承ください。 

 2.加入者保護信
託に関する事務
担当部署 

○ 顧客口又は外国人株式記録口を開設する場合には、加
入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入くださ
い。なお、短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信
託振替制度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度におい
て、既にお届けいただいている場合には、ご記入は不要
となります。 

○ 短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制
度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度のいずれの制度に
参加されていない場合には、負担金（75 万円（予定））が
発生しますので、ご留意ください。なお、支払方法等につ
いきましては、別にご案内いたします。 

 3.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 
（2）「間接口座管理機関」関係 

書類 項番 留意点等 

「間接口座管理
機 関 承 認 申 請
書」（ＳＴ30-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1.上位機関名 ○ 「直近上位機関」とは、申請者の口座が開設されている
口座管理機関のことをいいます。また、「上位機関」とは、
①直近上位機関、②直近上位機関の直近上位機関、③
前①または前②の上位機関に該当するものの直近上位
機関のいずれかに該当するものをいいます。 

 
○ 「直近上位機関」についての届出が必須となります。ま

た、「上位機関」についての届出については、「直近上位
機関」が機構加入者（直接口座管理機関）でない場合に
限られます。「直近上位機関」及び「上位機関」の届出が
必要となる場合、間接口座管理機関承認申請書の提出
については、「直近上位機関」と「上位機関」についてそれ
ぞれ別用紙（記載内容は同様のもの）にて別々に確認印
をもらい、機構への提出とすることも可能とします。 

 
○ 「直近上位機関等の会社名等」の記載欄に、直近上位

機関等の「①会社名」「②代表者の役職名」「③代表者の
氏名」の記載及び直近上位機関等からの「上位機関の確
認印」の捺印したうえで、提出してください。なお、「上位機
関の確認印」については、「株式等振替制度参加に係る
届出書」で届け出されている「代表者の届出印」を捺印し
てください。また、②③については、 「株式等振替制度参
加に係る届出書」で届け出されている「代表者代理人」と
することも可能とします。この場合、「確認印」は 「株式等
振替制度参加に係る届出書」で届け出されている「代表
者代理人の届出印」を捺印してください。 

 2. 「直近上位機
関」の機構加入

○ 「直近上位機関」の機構加入者コード（口座管理機関コ
ード（5 桁）及び顧客口コード（2 桁））をご記入ください。な
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者コード等 お、直近上位機関が間接口座管理機関である場合、口座
管理機関コード（5 桁）及び顧客口所在コード（2 桁）をご記
入ください。 

 3.直近上位機関
から顧客口の開
設を受ける日 

○ 「直近上位機関」から顧客口の開設を受ける日をご記入
ください。 

「 約 諾 書 」 （ Ｓ Ｔ
30-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ30-3） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。ただし、代表者代理人
を選任しているときは、代表者に代えて当該代理人の届
出印を利用することもできます。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く 
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。また、加入者情報に係
る届出は、当該届出を行う必要が生じた場合、直ちに、届
出書面をご提出いただく必要がありますので、その点に
十分ご配慮ください。 

 5.株式数比例配
分方式を取り扱
う場合の口座管
理機関配当金受
領口座の届出 

○ 「株式数比例配分方式」とは、加入者が、その直近上位
機関に対し、配当に係る基準日において当該直近上位機
関が当該加入者のために開設する口座に記録された数
に応じて、当該加入者の保有するすべての銘柄の配当金
の受領を委任する方式をいいます。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「する」又は「しない」を選択してください。「する」を選択し
た場合、①～⑨の記載欄に必要事項をご記入ください。
また、「しない」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配

当金受領口座の名義人が他の者である（配当金の受領



書類 項番 留意点等 

を他の者に再委任する）場合です。 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ30-4） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

○ 「業務担当者」において、「担保に係る業務」について、
別途、専門の担当者を設置することも可能です。 

 
○ なお、振替制度の実務を円滑に運営するため、これらの

「業務担当者」の所属部署や連絡先（住所及び電話番号）
の情報を Target 保振サイトに掲載して、周知を図ることに
なりますので、あらかじめご了承ください。 

 2.加入者保護信
託に関する事務
担当部署 

○ 加入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入くだ
さい。なお、短期社債振替制度、一般債振替制度、一般
投資信託振替制度又は上場投資信託振替制度におい
て、既にお届けいただいている場合には、ご記入は不要
となります。  

○ 短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制
度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度のいずれの制度に
参加されていない場合には、負担金（75 万円（予定））が
発生しますので、ご留意ください。なお、支払方法等につ
いきましては、別にご案内いたします。 

 3.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 
（3）「指定株主名簿管理人等」関係 

書類 項番 留意点等 

「指定株主名簿
管理人等指定申
請書」（ＳＴ60-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ60-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ60-3） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

－ 

 2.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 



 
（4）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通） 

書類 項番 留意点等 

「手数料請求先
等に関する届出
書」（ＳＴ99-2） 

－ ○ 既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制
度、投資信託振替制度、上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度
のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合シ
ステムの利用者である場合には、提出が不要となります。
なお、今回は該当する会社に送付します（送付されない会
社はご提出の必要はありません。）。 

 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

■ 区分口座における利用目的の記載例 

 

口座種別 属性区分 利用目的（例） 

保有口 

・ 決済分 

・ 自己保有分 

・ 決済分又は自己保有分 

・ 担保分 

担保専用口 ・ 担保分 

信託口 ・ 信託財産分 

質権口 ・ 担保分（質権） 

自己口 

質権信託口 ・ 担保分（質権信託） 

顧客口 
・ 顧客預り分 

・ 顧客預り分（常任代理人分） 

顧客口 

外国人株式記録口 

・ 顧客（外国人等）預り分 

・ 顧客（外国人等）預り分（常任代理

人分） 

 

以 上 
 

 

（別添） 



（２） 発行代理人及び支払代理人の制度参加手続



発
行
・
支
払
代
理
人
の
制
度
参
加
手
続
（
手
続
日
程
）

（
５
月

中
旬

）

発 行 ・ 支 払 代 理 人 と し て 指 定 す る 予 定 の 銀 行

（ 発 行 ・ 支 払 代 理 人 指 定 予 定 銀 行 ） を 公 表

（
７
月

～
８
月

１
１
日

）
（
７
月

～
10

月
末
）

特 例 新 株 予 約 権 付 社 債 の 銘 柄 情 報 通 知 ・ 提 供

特 例 新 株 予 約 権 付 社 債 の 内 容 の 公 示 ・ 特 例 新 株

予 約 権 付 社 債 に 係 る 発 行 者 の 同 意 に 関 す る 公 告

（
１
１
月

）

集 中 移 行

移 行 済 み の 通 知

（ 移 行 済 社 債 券 の 提 出 ）

（
施

行
日

）
（
施

行
日

～
１
月

末
）

個 別 移 行

※
１

機
構

は
、
５
月

中
旬

に
総
合

テ
ス
ト
の
参
加

届
出
を
も
と
に
発

行
・
支
払
代

理
人

指
定

予
定

銀
行
を
公

表
し
た
。
発

行
・
支
払

代
理

人
の

指
定

申
請

の
提

出
を
受

け
た
結

果
、
発

行
・
支

払
代

理
人
指

定
予

定
銀

行
に
変

更
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
８
月
末
に
公
表
す
る
。

※
２

機
構
は
、
発
行
・
支
払
代
理
人
か
ら
通
知
さ
れ
た
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
情
報
を
機
構
加
入
者
に
対
し
通
知
す
る
。

※
３

振
替
法
の
規
定
に
よ
り
機
構
は
、
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
の
内
容
の
公
示
及
び
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
に
係
る
発
行
者
の
同
意
に
関
す
る
公
告
を
行
う
。

同 意 書 ・ 発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人

選 任 届 出 書 の 提 出

発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 指 定 申 請 書 等 を 提 出

発 行 会 社 か ら 選 任 さ れ た 発 行 ・ 支 払

代 理 人 に 対 し そ の 旨 を 通 知（
１
１
月

）

（
施
行
日
～
）

（
※

１
）

（
※

２
）

（
※

３
）



発
行
・
支
払
代
理
人
の
制
度
参
加
手
続
（
提
出
書
類
）

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
登
記
事
項
証
明
書

５

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
代
表
者
の
印
鑑
証
明
書

６

参
考

1-
3

業
務
責
任
者
及
び
業
務
担
当
者
連
絡
先
届
出
書

３

保
振

制
度

等
、

他
の

制
度

で
既

に
機

構
に

提
出

済
み

の
場

合
に

は
、

提
出

不
要

。
ま

た
、

新
規

に
制

度
参

加
す

る
場

合
で

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

参
考

2
手
数
料
請
求
先
等
に
関
す
る
届
出
書

４

参
加

形
態

ご
と

に
提

出
が

必
要

。
参
考

1-
2

株
式
等
振
替
制
度
参
加
に
係
る
届
出
書

２

参
考

1-
1

発
行
代
理
人
及
び
支
払
代
理
人
指
定
申
請
書

１

備
考

書
類

※
提

出
書

類
や

届
出

事
項

に
つ
い
て
は

、
今

後
の

法
律

改
正

や
実

務
検

討
等

に
よ
り
変

更
さ
れ

る
場

合
が

あ
り
ま
す
。



（参考） 発行代理人及び支払代理人に係る届出書類

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。




